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１ はじめに 

 消費者庁が創設された 2009年度以来、地方

消費者行政の充実・強化は、消費者庁におけ

る重要施策の筆頭に挙げられる課題である。

2009 年度から「地方消費者行政活性化交付

金」の交付が始まり、2014年度補正予算から

は「地方消費者行政推進交付金」に名称を変

えて継続され、2015年 3月には「地方消費者

行政強化作戦」という具体的政策目標を設定

した。そして、2018年度から「地方消費者行

政強化交付金」に名称や内容が変更され、使

途の限定や補助率が変更されたことなどから、

地方消費者行政の現場で困惑の声が聞かれる。 

 消費者庁は、「地方消費者行政強化作戦」の

実施期間が 2019年度末に終了することから、

次期中期目標の設定に向けて、2019 年 5 月、

「地方消費者行政強化作戦 2020 策定のため

の懇談会」を設置し1、９月３日とりまとめを

公表した。これを受けて、強化作戦 2020が正

式決定される予定である。消費者委員会は、

地方消費者行政の中長期的なあり方を検討す

るため、2019年 6月、地方消費者行政専門調

                                                  
1 上記懇談会の議論状況及びとりまとめ資料は、消

費者庁の下記サイトを参照。 

https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_

cooperation/local_consumer_administration/meet

ing_003/ 

査会を開催し議論を始めた2。 

 こうした動きの中で、消費者庁創設の政策

方針を決定した「消費者行政基本計画」（2008

年６月２７日閣議決定）において示された地

方消費者行政のあり方を振り返り、その後 10

年間の地方消費者行政の充実・強化の到達点

を確認したうえで、今後の課題について検討

してみたい。 

 

２ 消費者問題と消費者政策の広がり 

 国と地方公共団体の消費者行政を強化する

ことが求められている根底にあるのは、産業

の進展に伴い消費者の暮らしの安全・安心を

脅かす経済社会の消費者問題が広範にわたっ

て広がっているからである。分かりやすい指

標としては、消費生活センターに寄せられる

消費者トラブルの相談件数がある3。 

消費者政策は、消費者トラブルの解決や未

                                                  
2 上記専門調査会の議論状況は、消費者委員会の下

記サイトを参照。 

https://www.cao.go.jp/consumer/kabusoshiki/c

hihou/index.html 
3 地方消費者行政が取り組む課題としては、契約被

害などの個別消費者トラブルだけではなく、廃棄

物を巡る地球環境汚染、食品の安全確保、表示の

適正化など、制度的・政策的な課題も消費生活を

巡る重要課題である。本稿では、地方消費者行政

の体制・基盤整備を論ずる関係上、消費生活セン

ターに寄せられる相談件数を議論の出発点に据え

た。 
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然防止に向けた消費者支援の施策と、消費者

問題の未然防止に向けた事業者の不適正行為

の規制や適正な事業活動を促す施策とがある。

前者については、消費生活相談による助言・

あっせんにより解決を支援する施策と、未然

防止に向けた注意喚起・消費者啓発から消費

者の主体的な行動を育成する消費者教育の実

施まで多様な施策がある。後者についても、

事業者規制法令に違反する事業活動に対する

事業者規制の施策と、事業者の自主的行動に

よりコンプライアンス経営を推進する施策と

がある。近年のＳＤＧｓの施策展開は、つく

る責任とつかう責任の両面から持続可能な事

業活動と消費生活の実現を目指す取り組みで

あり、消費者政策の重要な側面である。 

 このように消費者問題として取り組むべき

課題の広がりに伴って、国と地方公共団体が

取り組むべき消費者政策・消費者行政の課題

は確実に広がっている。これからの地方消費

者行政を考えるに当たり、再確認しておきた

い。 

 

３ 消費者トラブルの実態 

（１）消費生活相談件数の推移から 

まず地域社会において消費者トラブルがど

のくらい発生しているのかを見ておこう。 

国民生活センターが、全国の消費生活セン

ターに寄せられた消費生活相談を集計してい

る「全国消費生活情報ネットワークシステム

（ＰＩＯ－ＮＥＴ）」によれば、消費生活相談

件数の推移は、1980 年代後半は年間 10 万

件台で推移していたところ、1990 年代

から 2000 年代初めにかけて、20 万件、

40 万件、60 万件と急増し、2003 年度に

は 151 万件、2004 年度には 192 万件、

2005 年度には 130 万件と激増した 4。 

                                                  
4 消費者庁「令和元年度消費者白書」157頁。 

その要因としては、1980 年代からい

わゆる規制緩和・規制改革政策が推進さ

れ、事業活動に対する事前規制の緩和・

抑制が強調されてきたことが挙げられ

る。これに加えて、1990 年代後半から

インターネットの急速な普及が進み、有

料サイトと無料サイトの画面設定ルー

ルが定着する以前に有料サイト料金請

求の問題が急増したことを悪用して、

「架空請求」事案が爆発的に増加した。 

 重要なことは、その後の約10年間にわた

り、年間90万件前後の横ばい状態であるこ

とをどのように受け止めるかである。200

9年には消費者庁が創設され、地方消費者

行政活性化交付金が交付され、消費者啓発

と事業者規制が強化されたにもかかわら

ず、分野によっては減少したトラブル類型

があるものの、全体としては何ら減少して

おらず、2018暦年では再び100万件を突破

した。消費生活相談件数の推移をみるとき、

この10年間だけを見るのでなく、30年程の

期間でみると大幅に増加して高止まり状

態であることを重視すべきである。 

（２）潜在的な消費者被害・トラブルの推

計 

 しかも、消費生活センターに寄せられる

相談件数はあくまでも氷山の一角に過ぎ

ない。 

 消費者庁が毎年実施している「消費者意

識基本調査（２０１８年度）」によれば、

１年間に購入した商品や利用したサービ

スについて消費者被害・トラブルを受けた

経験があると答えた人の割合が９．９％で

あり、そのうちどこかに相談・申出をした

人が５０．８％であり、誰にも相談・申出

をしていない人が４３．３％を占める。ま
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た、相談・申出をした人の相手方としては、

販売店等が４０．６％、メーカー等が３６．

７％、家族・知人等身近な人が３４．６％

であり、消費生活センター等の行政機関の

相談窓口は８．１％にとどまる 5。過去４

年間の消費生活センター等への相談割合

は約７％であり、大きな違いはない。 

 大まかにいえば、年間約９０万件の消費

生活相談件数は、被害・トラブルに遭った

経験者の約４％であり、その約２０倍の消

費者被害・トラブル経験者が地域社会に存

在するということができる。 

（３）消費者被害・トラブルの金額 

 消費生活センターに寄せられる消費

生活相談のうち、契約金額、既払金額

等が確認できる事案の合計金額はどう

か。2018 年度のＰＩＯ－ＮＥＴの集計

によれば、契約購入金額総額が約４５

７３億円、既支払額総額が１７９９億

円に上る 6。 

 消費者庁は、2013 年度から、消費者

被害・トラブルの推計額を算定し公表

している。これは、消費者被害・トラ

ブルの発生確率から総件数を推計し、

被害金額に応じて相談・申出を行う確

率が異なることを考慮して、補正を行

うなどして算出したものであり、地域

社会における消費者被害・トラブルの

潜在的な金額を政府として算出したも

のとして参考にすることができる。 

 これによれば、2018 年度の消費者被

害・トラブルの推計結果は、1 年間に発

生した消費者被害・トラブルは約 1022

万件に上り、その総額は、契約購入金

                                                  
5 消費者庁「令和元年度消費者白書」189 頁。 
6 消費者庁「令和元年度消費者白書」159 頁。 

額が約６．３兆円、既払額（信用供与

を含む）が約 5.4 兆円に上る 7。ちなみ

に、警察庁が公表している特殊詐欺の

認知件数と被害額は、平成 30 年が認知

件数１６，４９３件、被害額が３５６．

８億円である。消費者被害全体の件

数・金額の膨大さが理解されよう。 

これだけ膨大な金額の消費者の財産

が不本意な形に失われていることを考

えれば、消費者被害の防止・救済を進

展させることは、地域経済の活性化の

側面から見ても重要な課題であると言

える。 

（４）高齢者を狙う消費者トラブル 

 国民生活センターが集計するＰＩＯ－Ｎ

ＥＴ情報によれば、６０歳以上の契約当事者

が、２００８年度には２４．０％であったの

に対し、２０１７年度は３９．０％と約１．

６倍に増加している。高齢者人口が増加して

いる割合を明らかに超える大幅な増加率であ

る8。 

 判断能力や拒絶能力が低下した脆弱な消費

者が狙われるという由々しき社会状況にある

と言える。 

 

４ 消費者庁創設までの地方消費行政予算・

職員の推移 

消費者庁が創設されるまでの推移をみると、

１９９８（平成１０）年度から２００８（平成

２０）年度までの１１年間に、消費生活相談件

数（ＰＩＯ－ＮＥＴ）は、４１．５万件から９

５．１万件へと２倍以上増加したのに対し、地

方消費者行政予算（都道府県・市町村の総額）

は１６３．８億円から１００．８億円へと約３

９％減少し、消費者行政担当職員（同上）は、

                                                  
7 消費者庁「令和元年度消費者白書」192 頁。 
8 国民生活センター「2017年度のＰＩＯ－ＮＥＴに

見る消費生活相談の概要」。 
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１０．１７２人から５，６４６人へと約４５％

も減少した。 

この時期は、地方公共団体の職員数の削減や

財政の削減が強調された状況があり、同期間に

地方公共団体の全体予算が約１１％減少し、事

務職員数全体も約１１％減少している。しかし、

こうした地方公共団体全体の予算・人員の減少

率に比較しても、消費者行政予算・人員の減少

率が著しく大きいことが分かる9。 

これは、地方公共団体の政策判断において、

消費者行政が軽視され続けてきたものという

ほかない。 

 

５ 消費者行政推進基本計画における地方消

費者行政の位置づけ 

 政府は、平成２０年６月２７日閣議決定「消

費者行政推進基本計画」10において、以下の

ような理念を掲げて国の消費者行政一元化の

政策方針と消費者庁を創設する方針を決定し

た。 

 「明治以来、我が国は各府省庁縦割りの仕組

みの下それぞれの領域で事業者の保護育成を

通して国民経済の発展を図ってきたが、この間

「消費者の保護」はあくまでも産業振興の間接

的、派生的テーマとして、しかも縦割り的に行

われてきた。しかし、こうした古い行政モデル

は見直しの対象となり、規制緩和など市場重視

の施策が推進されるようになった。その結果、

今や「安全安心な市場」、「良質な市場」の実現

こそが新たな公共的目標として位置付けられ

るべきものとなったのである。それは競争の質

を高め、消費者、事業者双方にとって長期的な

利益をもたらす唯一の道である。」（閣議決定１

                                                  
9 消費者委員会地方消費者行政専門調査会平成２５

年８月報告書８頁。２００８年開催の消費者行政

推進会議においてもこの問題点が指摘された。 
10 消費者行政推進会議のサイトに当時の検討資料が

掲載されている。 

頁） 

 つまり、政府・行政の役割の根本的な転換を

図ることを宣言した崇高な理念に基づく政策

決定であると言える。 

 そして、同閣議決定は、地方消費者行政の位

置づけについて、以下のような考え方を示した。 

「霞が関に立派な新組織ができるだけでは

何の意味もなく、地域の現場で消費者、国民

本位の行政が行われることにつながるような

制度設計をしていく必要がある。このため、

新組織の創設と併せて、地方分権を基本とし

つつ、地方の消費者行政の抜本的な強化を図

ることが必要である。・・・地域ごとの消費者

行政は、自治事務であり、地方公共団体自ら

が消費者行政部門に予算、人員の重点配分を

する努力が不可欠である。同時に、消費生活

センターを一元的な消費者相談窓口と位置付

け、緊急時の対応や広域的な問題への対処等

のために全国ネットワークを構築することは

国の要請に基づくものであり、法律にも位置

付けを行うことを踏まえ、国は相当の財源確

保に努める。」（閣議決定７頁） 

地域ごとの消費者行政は地方公共団体固有

の自治事務であるという基本的な位置づけが

ここに示されている。そのうえで、２００９

（平成２１）年度からスタートした地方消費

者行政活性化交付金の交付は、国の財源確保

策として実施されたものである。 

 

６ 消費者庁創設後の消費者行政予算・人員

の推移と財政支援措置 

（１）消費者行政予算・人員の推移 

２００９（平成２１）年度から、地方消費

者行政活性化交付金が交付されたことにより、

地方公共団体合計の消費者行政予算は、２０

０９年度が１６４億円、２０１２年度が２０

４億円、２０１７年度が１７９億円と高い水

準を維持している。このうち３割前後（年間
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約６０億円前後）は地方消費者行政活性化交

付金・推進交付金によるものである。これに

対し、自主財源部分は、２００８年度の１０

０．８億円に対し、２００９年度が１２１．

７７億円、２０１７年度が１１９．９７億円

と、ごくわずかしか増えていない11。 

 消費者行政担当職員については、２００８

年度の５，６４６に対し、２００９年度が５，

１９０人、２０１８年度が５，２０９人と、

むしろ減少している12。 

 この実態をどのように受け止め、どのよう

な対策を講じるべきかが、今日の地方消費者

行政の最重要課題であるといえる。 

（２）地方消費者行政への特定財源の財政措

置 

ア．地方消費者行政活性化交付金 

 ２００９年度から始まった「地方消費者行

政活性化交付金」は、消費者行政強化に取り

組む自治体を支援するため、国から地方公共

団体に対し使途を消費者行政に関する事業メ

ニューに限定して交付された財源である。当

初は３年間で１５０億円とされていたが、そ

の後、金額の追加と期間延長により２０１4

年度まで継続した。交付対象となる事業メニ

ューとしては、①消費生活相談機能整備・強

化事業（センター設置等）、②消費生活相談員

養成事業（人材育成）、③消費生活相談員等レ

ベルアップ事業（相談員研修等）、④消費生活

相談体制整備事業（相談員の人件費等）、⑤地

域社会における消費者問題解決力の強化に関

する事業（消費者教育、法執行等）などであ

り、都道府県単位の財政措置でみれば新規事

業に１０割補助も可能とする仕組みであるこ

                                                  
11 消費者庁「平成３０年度版地方消費者行政の現

況・ポイント」１頁 
12 消費者庁「平成３０年度版地方消費者行政の現

況・ポイント」３頁 

と等に特徴がある13。 

消費者行政を活性化する出発点として、ま

ずは地域社会における消費者トラブルの実態

を把握するため、消費生活相談窓口の整備か

ら始めることは妥当であると考える。使途を

消費者行政に限定した交付金によって、地方

公共団体の中では相対的に位置づけが低い存

在でしかない消費者行政に対し、確実に財源

が確保できることとなった。 

イ．地方消費者行政推進交付金 

 ２０１４年度補正予算から「地方消費者行

政推進交付金」に引き継がれ、交付金を国の

当初予算にできるだけ計上することによって

財源の安定性を確保したこと、事業メニュー

ごとに活用期間（主に７年間）を設定するこ

とによって、地方公共団体が計画的に推進す

ることを促す仕組みを設定したことなどに特

徴がある14。このうち活用期間に関しては、

消費者庁が「地方消費者行政に対する国の財

政措置の活用期間について」という文書を発

出し、活用期間が終了した後は自主財源によ

る安定的な維持・充実を図ることを要請する

ものであった。事業メニューは概ね活性化交

付金のメニューを継承して、１０割補助を可

能とする仕組みを維持したことのほか、地域

社会の問題解決力の強化事業については、地

方公共団体の自主的な取組を補助対象とする

「先駆的プログラム」という項目が設定され

たことなど、地方公共団体にとっては活用し

やすい特定財源であったと考えられる。 

ウ．地方消費者行政強化交付金 

 推進交付金は２０１７年度まで継続した後、

２０１８年度から「地方消費者行政強化交付

                                                  
13 消費者庁「地方消費者行政活性交付金の制度概要」

「地方消費者行政活性化交付金の交付要領」等。 
14 消費者庁「地方消費者行政推進交付金の制度概要」

「地方消費者行政推進交付金の実施要領」等。 
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金」が開始された15（推進交付金の継続事業

はその後も一部継続可能とされている）。強化

交付金は、国として取り組むべき重要な消費

者政策を事業メニューとして設定し、これに

ついて積極的に取り組む地方公共団体を支援

するという方針を示しているが、事業ごとの

補助率２分の１という通常の交付金の取扱い

と同様になったこと、国の重要政策に対応す

るという限定が、当初は必ずしも地方公共団

体の消費者行政の実情に合致していなかった

ことなどから、地方公共団体の現場において

需要と供給が合致していないのではないかと

いう不満の声が伝わってきた。 

 地方消費者行政に対する特定財源としての

交付金を今後どのように取り扱うべきかは、

地方公共団体の消費者行政の現場においては

切実な課題である。 

（３）地方交付税の基準財政需要額の増額措

置 

ア．基準財政需要額 

 以上の特定財源としての交付金措置とは別

に、一般財源である「地方交付税」の「基準

財政需要額」の増額措置が行われた。２００

８年度が９０億円であったのに対し、２００

９年度は１８０億円に倍増し、２０１２年度

は２７０億円に３倍増とした措置である。 

 「地方交付税」は、本来は地方の税収入と

すべきであるが、団体間の財源の不均衡を調

整し、すべての地方団体が一定の水準を維持

しうるよう財源を補償する見地から、国税と

して国が代わって徴収し、一定の合理的水準

によって再配分する地方の固有財源である16。

再配分の基準である「基準財政需要額」は、

                                                  
15 消費者庁「地方消費者行政強化交付金の制度概要」

「地方消費者行政強化交付金の実施要領」等。 
16 総務省「地方交付税制度の概要」

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/c-zaisei/ko

uhu.html 

地方公共団体が合理的かつ妥当な水準で地方

行政を行う場合に要する費用として総務省が

行政分野ごとに積算したものである。 

地方交付税は固有財源であるから、地方公

共団体が基準財政需要額に拘束されることな

く自由に使途を決定することが認められる

（地方交付税法 3条 2項）。しかし、基準財政

需要額が、合理的かつ妥当な水準で地方行政

を行う基準額であることを踏まえれば、政策

判断における重要な目安として、基準財政需

要額を活用することが適切であろう。 

イ．自主財源の実情 

現在の消費者行政の基準財政需要額２７０

億円に対し実際の充当額が２０１７年度には

１１９．９７億円（自主財源比率４４．４％）

に止まる。ということは、地方公共団体の多

くが全国的な水準として求められる地方消費

者行政の財源を確保する政策判断ができてい

ないことを意味する。 

全国消費者団体連絡会が、平成３０年度の

地方交付税について、消費者行政の基準財政

需要額を都道府県ごとに計算し17、消費者庁

が公表している都道府県別消費者行政予算の

自主財源額18と比較したところ、基準財政需

要額に対する自主財源の占める割合が１０

０％を超えている自治体が２～３ある反面、

自主財源の割合が２０％前後しかない自治体

も少なくない19。 

 地方公共団体が基準財政需要額を満たす程

度に消費者行政予算の自主財源を確保する方

                                                  
17 総務省「地方交付税制度解説（単位費用編）」（一

般社団法人地方財務協会）に人口段階ごとの行政

分野別の基準財政需要額が記載されており、これ

に基づいて各都道府県の人口を積算することで基

準財政需要額が算定できる。 
18 消費者庁「平成 30年・地方消費者行政の現況」46

頁に都道府県別の消費者行政とその内訳として自

主財源額と交付金額が公表されている。 
19 全国消費者団体連絡会地方消費者行政ＰＴ「地方

消費者行政の財源確保」（2018年１月）の資料。 

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/c-zaisei/kouhu.html
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/c-zaisei/kouhu.html
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/c-zaisei/kouhu.html
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/c-zaisei/kouhu.html
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策を検討することが、今後の地方消費者行政

の支援に関する重要施策であると言える。ま

た、地方消費者行政担当職員の配置人数も、

地方公共団体の政策判断を促すことが不可欠

であり、今後の重要な課題である。 

 

７ 地方消費者行政の充実・強化の進捗状況 

 地方消費者行政の充実・強化の進捗状況を検

証するうえで、消費者庁が２０１４年に策定し

た「地方消費者行政強化作戦」の達成状況を参

考にしながら、検討してみる。 

（１）消費生活相談体制の整備 

ア．消費生活相談窓口・消費生活センターの設

置の状況 

地域社会でどのような消費者トラブルが発

生しているのかを把握することが消費者行政

を推進する出発点である。消費生活相談窓口・

消費生活センター20の設置促進、消費生活相談

員資格者の確保がまず求められる課題である。 

 強化作戦の政策目標１は、「相談体制の空白

地域の解消」を掲げているところ、消費生活相

談窓口が未設置の市町村は２０１４年度中に

解消された21。 

 政策目標２－１として、相談体制の質の向上

の具体策として消費生活センターの設立促進

を掲げ、人口５万人以上の全市町に設置するこ

とについては、2018年４月１日時点で３５都道

府県が達成し、人口５万人未満の市町村の５

０％以上に設置することについては、２１道府

県が達成した。 

 未だ整備途上ではあるが、地方消費者行政活

                                                  
20 消費生活センターとは、①週 4日以上開設してい

ること、②消費生活相談員を配置していること、

③パイオネット端末機を配備していることの要件

を満たす窓口であり（消費者安全法 10条 1項）、

そのいずれかの要件を欠く窓口を消費生活相談窓

口という。 
21 消費者庁「地方消費者行政強化作戦の進捗状況・

２０１８年１０月版」、消費者庁「平成３０年地

方消費者行政の現況調査」１２頁。 

性化交付金を注いだ成果であると言えよう。こ

の課題は強化作戦2020案に、県内人口カバー率

90％以上という形で引き継がれる。 

イ．消費生活相談員の配置と地域格差 

 消費生活センター等に寄せられた苦情相談

は、専門的知見により適切な解決が図られなけ

ればならない（消費者基本法19条）。 

 強化作戦の政策目標２－３として、消費生活

相談員22の資格保有率を７５％に引き上げるこ

とを掲げているところ、２０１８年４月１日時

点で２６都道府県が達成している。資格保有率

の全国平均はそれなりに向上しつつあるが、地

域の実情を見ると、南関東、東海、近畿、九州

北部地域など都市圏を中心に達成できている

が、北海道、東北、北陸、山陰、南九州などに

未達成地域が集中している23。筆者が研修会等

で訪問した地域の相談員・職員に聞いたところ

では、地方では消費生活相談員の資格取得向け

の講座など学習機会がもともと少ないこと、強

化交付金となって消費生活相談員養成事業の

メニューがなくなったため、相談員養成講座の

開催が困難となったことなどが影響している

という意見であった。地方における消費生活相

談員資格者を確保することは、現在および将来

の消費生活センターの相談体制を維持するう

えで不可欠の重要課題である。 

ウ.消費生活相談員の国家資格化の効果 

 2016年から施行された消費生活相談員の国

家資格化（消費者安全法１０条の３）は、地方

における相談員資格者の偏在が見られる実情

があることや資質の向上を図る必要があるこ

                                                  
22 ここでいう相談員資格保有者は、国家資格として

導入された消費生活相談員のほか、消費生活専門

相談員（国民生活センター）、消費生活コンサル

タント（日本消費者協会）、消費生活アドバイザ

ー（日本産業協会）の３資格を含むものである（消

費者安全法平成 26年 6月 13日法律附則３条、経

過措置府令）。 
23 前掲注 21）6頁。 
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とを踏まえ、消費生活相談を担う人材の確保や

資質の向上を図るため、その資格を法律に位置

付けることとしたものである24。つまり、消費

生活相談員の資質と社会的位置づけを高める

ことによって、各地方で新たに相談員を目指す

人を増やすことが主たる制度目的であった。し

かし、その後の相談員資格者の配置状況を見る

と、国家資格化を導入した目的は必ずしも達成

できているとは言い難い。この点についても、

制度見直しを含めた検討が必要であると考え

る。 

エ.消費生活センターの周知と利用促進 

 消費生活センターの設置後の次の課題とし

て、その相談窓口が地域住民に利用されなけれ

ばならない。例えば、２０１７年度の全国の消

費生活相談件数１，０３６，８５５件÷日本全

体の人口１２４，６４８千人（総務省統計）＝

８３．２件/万人であるところ、都道府県別相

談件数（平成30年版地方消費者行政の現況

75頁）÷都道府県人口＝当該都道府県の人口

１万人当たり相談件数を算出することができ

る。都道府県別で相談件数を比較したところ、

地域により１１０件台から６０件台と大きな

格差がある。 

消費生活センターの存在や電話番号を広報

するだけでは必ずしも利用に結びつかない。ど

のようなトラブルが消費生活センターでの相

談対象であるのか、消費生活センターではどこ

までやってもらえるのかという具体的な事例

の紹介を含めて、分かりやすく広報することが

重要である。 

（２）広域連携・民間業務委託 

ア．広域連携による消費生活センターの設置 

                                                  
24 消費者庁「消費者の安全・安心確保のための『地

域体制の在り方』に関する意見交換会報告書」（平

成 25年 12月）16頁。同報告書は、消費者安全法

2014（平成 26）年改正に係る提言を取りまとめた

ものである。 

小規模市町村に消費生活センターを整備す

るためには、専門職である相談員の配置と相談

件数の需要見込みとの関係で単独設置が困難

な場合には、複数の近隣市町村による広域連携

のセンター設置の方法が考えられる25。 

ただし、広域連携センターを設置する場合に

留意すべきことは、中心となる市町村に他の市

町村が消費生活相談等の事務を委託する方式

では、委託元の市町村において消費者問題への

関心が薄れる例が見られるという指摘が、2013

年の意見交換会当時から指摘されていたとこ

ろである。そして、委託した市町村において、

相談窓口の周知や相談情報を活用した注意喚

起等の活動を、委託後も自ら実施することが求

められると指摘していた26。 

さらに、地域の高齢者見守りネットワークの

構築や消費者安全確保地域協議会の設置と運

営の取組は、一方で地域の消費生活相談情報を

活用すること、他方で各市町村の福祉関係部署

及び福祉関係者と連携することが不可欠であ

り、広域連携センターと各市町村の消費者行政

職員との密接な連携が一層重要である。 

イ．消費生活センター業務の民間委託 

 消費生活センターを設置するに当たり、民間

委託方式を選択する自治体の例が見られる。地

方公共団体の他の行政分野において、指定管理

者制度などによって住民サービス部門を民間

事業者に委託することにより効率化を図る例

が見られることから、同じ問題意識で選択する

ものであろう。 

しかし、消費者行政における相談業務の意義

に照らせば、極めて慎重な検討を加える必要が

ある。すなわち、消費生活相談業務は、消費者

と事業者との間の紛争について両者間の格差

を踏まえ、専門的知見に基づき消費者を積極的

                                                  
25 前掲注 24）報告書 12頁。 
26 前掲注 24）報告書 12頁。 
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に支援する視点で行われなければならない。し

たがって、消費者トラブルに直接的な利害関係

が生じる可能性がある営利事業者（株式会社

等）はそもそも受託団体として不適切であるし、

消費者問題の専門性を備えた団体が安定的に

受託業務を実施することが不可欠である27。競

争入札により委託関係が不安定になることは、

消費生活相談員の雇止め以上にその地位を不

安定にし、相談業務の高度の専門性と相談員の

経験がもたらす調整能力の向上を害するおそ

れがある。さらに、消費生活相談業務は、個別

相談者に対する真の解決のため、または相談情

報を活用した被害防止対策のため、地方公共団

体内の福祉部門や高齢者部門などの庁内連携

が必要である。さらに、都道府県の法執行担当

部門との連携も必要である。 

このように消費生活相談は消費者行政の基

盤として行政庁内での連携が不可欠であるこ

とから、民間委託によって相談情報が消費者行

政全体での活用が阻害されることがないよう

十分に配慮することが必要である28。 

（３）消費生活相談業務の質的向上 

ア．消費生活相談業務の専門性 

 消費生活相談は、「消費者と事業者との間の情

報の質及び量並びに交渉力の格差にかんがみ」、

「消費者の権利の尊重及びその自立の支援」の

基本理念（消費者基本法１条）の下に、「地方公

共団体は、商品および役務に関し事業者と消費

者との間に生じた苦情が専門的知見に基づいて

適切かつ迅速に処理されるようにするため、苦

                                                  
27 前掲注 24）報告書 14頁。 
28 消費者庁「改正消費者安全法の実施に係る地方消

費者行政ガイドライン」（平成 27年 3月）14頁。な

お、地域によっては、消費者協会等の消費者問題専

門家団体に継続的に委託している例が見られる。こ

の場合、民間委託一般にみられるような委託期間の

限定や競争入札等による委託関係の不安定性を持ち

込まないこと、相談業務と消費者行政担当者との緊

密な連携を維持することなどに留意することが求め

られる。 

情の処理のあっせん等に努めなければならな

い。」（消費者基本法19条）とされている。 

 消費生活相談員に求められる専門的知見とは、

①日々発生する様々な消費者トラブルの最新情

報を把握すること、②活用できる消費者法制度

が頻繁に改正されることから、常に最新の知識

を学ぶこと、③実質的に公平・公正な解決内容

は何かを考え、消費者に求められる生活行動と

事業者に求められる事業活動上の配慮を踏まえ

た解決方針を判断する姿勢を養うこと、④相談

者から適切な聴き取りを行う力と、事業者に対

し分かりやすい言葉で説明し妥当な解決に向け

調整する力（あっせん能力）を養うことなどが

求められる。 

つまり、消費生活相談員の専門性は、資格を

取得する際に専門知識を学んでいれば足りるも

のではなく、絶えず最新の情報を学び専門的知

見を向上することが必須である。特に④のあっ

せん能力は、研修会だけで身につくものではな

く、相談実務の蓄積によって身につける要素が

大きい。 

イ．相談員研修会への参加確保 

 強化作戦の政策目標２－４に、消費生活相談

員の研修の充実として、「相談員の研修参加率を

１００％に引き上げる」ことが掲げられている

のは、専門的知見に基づく苦情相談処理が地方

公共団体の責務であることを踏まえたものだと

言える。その達成状況は、2018年4月1日時点で、

11県が１００％参加を達成しており、平均参加

率は９１．８％である。この課題も強化作戦20

20案に引き継がれる。 

 相談員一人体制の市町村センターでは、研修

会や出前講座に出張すると相談業務が空白とな

る問題がある。この点については、都道府県セ

ンターのバックアップ体制が求められる。 

ウ．市町村の相談業務への支援と指定消費生活

相談員制度 

 相談員一人体制の市町村の消費生活センター
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が少なくない現状に鑑み、都道府県は市町村の

相談処理について助言、協力、情報提供等の援

助を行うことができる（消費者安全法８条１項

１号）と定めていることも、相談処理の質的向

上を図るためである。 

 都道府県は消費者安全法１０条の４に定める

指定消費生活相談員を配置して市町村支援に取

り組むよう努めるものとするという規定が、２

０１９年４月に施行された。この場合の指定消

費生活相談員は、消費生活相談員の実務経験が

５年以上である者とされているところ（消費者

安全法の内閣府令１８号）、この場合の消費生活

相談員は国家資格者を指すものとされているた

め、都道府県によっては国家資格である消費生

活相談員資格者で５年以上の実務経験を有する

者が確保できないケースも想定される。しかし、

従来から、都道府県独自に主任相談員制度や支

援相談員制度を運用していた都道府県もあり、

必ずしも消費者安全法に規定する要件にこだわ

ることなく、現職相談員の中から市町村支援担

当者を選任することでも十分に意義がある。 

 強化作戦2020案では、指定消費生活相談員の

配置（都道府県）を新たに政策目標として掲げ

ることとなったが、消費者安全法上の資格要件

を満たす者がいないから導入を見送ることがな

いよう、独自制度の導入を含めて積極的な対応

が望まれる。 

エ．相談員の雇止めの抑止 

消費生活相談員の専門性は、単に法制度の知

識だけでなく、相談者と事業者との間のあっせ

ん解決能力を向上させる点にあることから、非

常勤職員の地位が大半である相談員について雇

止めの抑止が重要な課題となっている。 

例えば、「いわゆる『雇止め』の解消を含む消

費生活相談員の処遇改善に係る大臣メッセー

ジ」（平成26年６月24日大臣メッセージ）や、「消

費生活相談員に対するいわゆる「雇止め」の見

直しについて」（平成25年２月27日長官通知）の

ような通知が、消費者庁から地方公共団体に向

けて何度も発信されてきた。さらに、消費者安

全法施行規則等の一部を改正する内閣府令（平

成27年３月27日内閣府令第15号）第８条には、

消費生活センター条例に規定すべき事項として、

次のとおり規定されている。 

「四 消費生活センターは、消費生活相談員が

実務の経験を通じて専門的な知識及び技術

を体得していることに十分配慮し、任期ご

とに客観的な能力実証を行った結果として

同一の者を再度任用することは排除されな

いことその他の消費生活相談員の専門性に

鑑み適切な人材及び処遇の確保に必要な措

置を講ずること。 

五 消費生活センターは、当該消費生活セン

ターにおいて法第八条第一項各号又は第二

項各号に掲げる事務に従事する職員に対し、

その資質の向上のための研修の機会を確保

すること。」 

 こうした働きかけにより、雇止め抑止の効果

として、平成25年までは更新回数制限有りの自

治体が１９％から１８％台で推移していたのに

対し、平成26年１７．１％、平成27年１４．８％、

平成30年１３．３％と徐々に効果を挙げてきた29。 

 これに対し、「会計年度任用職員制度」が202

0年から開始されることに対し、消費生活相談員

の処遇の安定性確保をどうするかが、地方公共

団体の現場で課題として浮上している。会計年

度任用職員制度は、期末手当の支給が可能とな

るなど処遇改善につながる余地がある反面、制

度の変更に伴って、消費生活相談員の職務の特

質に照らし雇止めは不適切であるというこれま

での議論が看過されることがあってはならない。 

オ．解決困難案件への対応策 

 積極的なあっせん処理の取組の延長線に、解

                                                  
29 消費者庁「平成 30年地方消費者行政の現況」39

頁。 
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決困難事案への対応のあり方が重要な課題とな

っている。すなわち、相談員が消費者と事業者

の間に入って事案の解決に向けてあっせん処理

を行う場合、①事業者が適正な解決に向けて誠

実に対応しないため解決困難なケースと、②相

談者が相談員の説得に応じないで強い要求を続

けるために解決困難なケースが見受けられる。 

前者の場合は、消費生活センターであっせん

解決が困難であれば、①弁護士会等を紹介して

訴訟提起により解決を目指すことが適切か、②

国民生活センター紛争解決委員会（ＡＤＲ）30に

申し立てることにより専門委員による和解の仲

介手続を利用することが適切なケースかを検討

する。また、当該相談事案の解決とは別に、同

種被害の再発・拡大を防止するため、③都道府

県や消費者庁による行政処分権限の発動につな

ぐことが適切だと思われるケースと、④適格消

費者団体の差止請求手続を活用することが適切

だと思われるケースが考えられる。こうした関

連諸制度との連携と活用の視点は、相談員だけ

ではなく職員との協議が重要である。 

 後者の場合は、公正な解決内容に向けたあっ

せんが困難であれば、あっせん処理による解決

の見通しがないとして相談処理の打ち切りもや

むを得ない場合がある。重要なことは、相談員

が一人で抱え込まないことであり、センターの

職員や他の相談員と協議することや、都道府県

センターや国民生活センターの支援相談の利用

や、専門家助言制度を利用することなど、相談

打ち切り場面での協議手順を定めておく

ことである。 

                                                  
30 国民生活センター紛争解決委員会は、事案の多発

性・重大性等から重要消費者紛争に該当すると考

えられる事案を、消費者からの申立てにより受け

付け、外部の専門委員約５０名が、年間約１５０

件の事案について、和解の仲介手続を実施してい

る。地方からの申立事案についても受け付けてお

り、電話会議システムを利用して期日を開催して

いる。 

http://www.kokusen.go.jp/adr/index.html 

（４）消費者行政担当職員の役割 

 市町村の消費者行政の役割について、従来

は、消費生活センターに相談員を配置して消

費者からの相談を受け付け、個別事案の助

言・あっせん処理を行うことに焦点が当てら

れていた。もちろんそれが根幹にあることは

言うまでもないが、消費者行政としての本来

の機能を発揮するためには職員の役割が重

要である。 

 以下では、職員の役割を整理しておきたい。 

ア．相談受付のバックアップ 

 相談員一人体制の消費生活センターでは、

研修会等で相談員が不在のときや、面接相談

等で手が足りないとき、職員が相談対応を代

行することが期待される。その場合、消費者

トラブル事案の基本的な特徴を学び、少なく

とも消費者が救済される機会を失わないよ

うな対応が重要である。例えば、訪問販売事

案であれば、クーリング・オフが適用される

可能性があるか否かについて関係事実を聴

き取り、急ぎの対応が必要であれば、翌日回

しにすることなく、都道府県センターに電話

し直すことを勧めることも必要である。その

ためには、消費者関連法の基本的な知識を習

得することが求められる。 

イ．相談処理の支援 

 相談員による相談処理の支援である。相談

事案に関する関連情報の収集や関係機関へ

の連絡や事業者を交えた三者面談への立ち

合いなどがある。さらに、相談事案をＰＩＯ

－ＮＥＴに情報登録するについては、職員に

よる内容チェックが求められる。その場合、

単に誤字脱字をチェックすることに止まら

ず、登録キーワードのポイントを学び事案の

http://www.kokusen.go.jp/adr/index.html
http://www.kokusen.go.jp/adr/index.html
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特徴をキーワードに反映することなど、相談

事案を消費者行政施策の根拠情報として活

用できるよう質の確保に向けた役割が期待

される。 

 ただし、限界事例の相談処理方法自体につ

いて職員が責任を持って対応することまで

は求める趣旨ではなく、消費者と事業者との

間の格差を踏まえた積極的な支援行政の視

点で、相談処理を円滑に行う環境整備が中心

である。 

ウ．消費生活センターの広報活動と被害防止

の啓発活動 

 職員の固有の役割として、消費生活センタ

ーの周知と利用促進に向けた広報活動があ

る。自治体広報誌への掲載スペースを確保し

記事を掲載すること、出前講座等の啓発活動

について地域の関係団体に働きかけて積極

的に啓発講座を開催すること、これらを推進

するため予算と人的体制を確保することで

ある。可能であれば職員も啓発講座の担い手

になることが期待される。 

エ．庁内関連部署との連携 

市町村の他部署（例えば、高齢者福祉部門、

男女共同参画部門、学校教育部門、社会教育

部門、自治会等の住民部門）と連携すること

により、関係民間団体への出前講座や広報資

料の配布先を飛躍的に増やすことができる。

そのためには、担当職員が、地域社会で現在

どのようなトラブルが増えているのか、予

防・救済のポイントとなる法制度や留意点は

何かを理解することが不可欠となる。啓発講

座については後述する。 

オ．地域の見守りネットワークとの連携 

 高齢者等に対し効果的に注意喚起や見守

りを実行するためには、高齢者福祉部門の関

係者との連携を通じて福祉関係民間団体の

ネットワークに消費者被害防止の情報を提

供し、地域での声掛けに活用してもらうこと

が重要である。消費者被害防止ネットワーク

の構築については後述するが、こうした取り

組みは職員のコーディネート力に係る。 

カ．消費者市民・消費者団体の育成と連携 

 消費者市民・消費者団体の育成と連携とは、

単発の消費者啓発に止まらず、地域の意欲あ

る消費者に学習機会や活動機会を提供する

ことにより、自治体の消費生活センターと協

同して活動する消費者市民・消費者団体を育

成することをいう。 

キ．職員向け研修の大幅拡充 

 こうした役割を果たすためには、職員向け

の研修機会を大幅に拡大することが求めら

れる。これまでは、消費生活相談員向け研修

会に職員の参加も呼び掛けるにとどまって

いたケースが多いように思われるが、職員に

求められる資質を向上するためには、職員向

け研修講座の開設が不可欠である。他の行政

部門と比較してみると、形式的な行政の中

立・公平ではなく、消費者と事業者との格差を

踏まえた実質的な公平・公正な解決を目指す機

関であることを理解することから始める必要が

ある。 

ク．消費者行政職員の専門人材の育成 

 消費者庁は、消費者行政職員の資質向上と

専門人材の育成に関して懇談会を開催し、２

０１９年４月「消費者政策推進のための専門

人材の育成・確保に関する懇談会報告書」を

取りまとめた。同報告書は、消費者政策の担

い手となる専門人材を育成する必要性と学
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ぶべき基礎理論の提案をするとともに、消費

者政策の知識を一通り学ぶ「初任者ケース」、

消費者政策の企画・立案、推進役を担う「Ｔ

字型人材ケース」、制度や理論を学際的に研

修しつつ人材を育成できる「研究者・教育者

ケース」を想定して、それぞれの「学ぶ場」

の提供、「活躍の場」の確保などを提言して

いる。将来的には、地域の大学院の社会人コ

ースに消費者政策の講座を開設するなどし

て高度の専門人材を育成することを、消費者

庁として取り組むことが期待される。 

これに対し、当面の喫緊の課題としては、

初任者職員や管理職職員に対し、国民生活セ

ンターでの職員向け研修講座を拡充すると

ともに、各地で活用できる研修テキストを作

成し提供することによって、各都道府県にお

いて市町村職員に対する研修講座を確実に

実施することを推進することが重要である。 

 現在の強化作戦には、職員の研修機会の確

保や参加率向上など職員の資質向上に関す

る政策目標が掲げられていない。今後は、職

員向け研修機会の確保や職員の研修会参加

率等を公表する必要がある。強化作戦2020案

における位置付けについては後述する。 

（５）行政による啓発活動 

 相談情報を活用して被害防止を図る第１の

取組課題は、相談情報を活用して地域住民に

向けた啓発活動を展開することである。従来

は、紙媒体や電子媒体による注意喚起情報の

広報が中心であったが、近年は出前講座の実

施が中心的な取組になっている。しかし、高

齢者等にはこうした情報が届きにくいうえ、

印象に残る啓発活動としては出前講座により

顔の見える関係で啓発を行うことが重要であ

る。 

 ２０１７年度に出前講座を実施した市町村

が８６８、未実施が８６１で、実施率５０．

２％である31。もちろん、実施自治体の割合

を増やすことも必要であるが、実施回数を大

幅に増やすことが重要である。 

 これまでは高齢者や見守り関係者に対する

啓発活動に議論が傾いていたが、今後は高齢

者関連の啓発とともに、若年者向けの啓発活

動も一層重要となる。成年年齢が２０歳から

１８歳に引下げられる民法改正の施行が２０

２２年４月に迫っているからである。この点

は後述する。 

（６）事業者規制部門との連携 

ア．消費者被害防止と事業者規制 

消費者被害を防止するためには、消費

者に対して注意を促すことももちろん

必要であるが、違法行為を繰り返す事業

者を是正・排除することが何よりも効果

的である。 

都道府県は、特定商取引法及び景品表

示法による行政処分権限を有しており、

市町村センターが相談事案を通じて把

握した悪質業者については、違法行為を

正確に聞き取って記録したうえで、事業

者規制部門に通報して行政処分に向け

た調査を実施してもらうことが重要で

ある。法執行担当者としては、ＰＩＯ－

ＮＥＴ情報を見て違反行為を繰り返す

事業者とその手口の概要を把握し、個別

消費者の事情聴取により違反行為の事

実関係を調査することが通例である。 

市町村は事業者規制権限を有してい

ないが、消費者行政の機能の一端を担う

機関として、都道府県の事業者規制部門

に情報提供することにより、事業者規制

                                                  
31 消費者庁「平成３０年度地方消費者行政の現況調

査」８３頁 
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に結び付けることが重要である。 

イ．法執行を見据えた相談処理 

消費生活センターにおける相談処理は、個別

事案の一件解決だけであれば、解除・取消し等

の民事規定の適用関係の有無に関して聴取すれ

ば足りることとなるが、事業者規制との連携を

目指すのであれば、法執行を意識した相談処

理・聴き取り姿勢が重要となる。 

例えば、訪問販売事案でクーリング・オフ期

間内の相談事案であれば、訪問販売による契約

であること、契約書面を受領した日から８日以

内であれば、直ちにクーリング・オフの通知を

送付することで無理由・無条件解除が可能であ

る。しかし、訪問販売により契約を締結した直

後に相談が寄せられたということは、販売方法

等についても何らかの問題点があった可能性が

高い。そこで、勧誘開始段階の販売目的不明示

（特定商取引法３条）、拒否者に対する勧誘禁止

違反（同法３条の２）、勧誘方法について不実告

知等の違反（同法６条）、迷惑を覚えさせる勧誘

（同法７条、省令７条１号）、解除を妨げる不実

告知等の違反行為（同法６条）などがなかった

かどうか、相談者を引き留めてでも行為規制違

反の存否について聴取することが求められる。 

（７）官民連携による被害防止①（適格消費者

団体の設立と連携） 

ア．適格消費者団体の差止請求権 

 適格消費者団体は、弁護士等の法律専門家と

消費生活センターで相談業務を担う消費生活相

談員と消費者団体によって構成される団体であ

り、国の認定を受けることにより、事業者の不

当行為に対し差止請求権限を付与された団体で

ある。 

差止請求の対象となる不当行為としては、不

当契約条項（消費者契約法）、不当表示(景品表

示法、食品表示法)、不当勧誘行為（消費者契約

法・特定商取引法）がある。２０１９年６月時

点で２１団体が認定を受けている。また、集団

的被害回復制度の担い手となる特定適格消費者

団体制度も創設されており、施行以来３年弱の

間に３団体が認定を受けている。 

イ．消費生活センターにおける適格消費者団体

の活用 

相談処理において同種トラブルを繰り返

す事業者への対応策としては、行政処分担当

部門への連携のほかに、適格消費者団体の差

止請求の対象とするよう相談者から情報提

供することを助言することが望まれる。 

悪質訪問販売業者のように、複数の消費者

の事情聴取により違反行為を立証したり、事

業者の内部資料を入手して違反行為を解明

する必要がある事案は、立入検査権や報告徴

収権限を有する行政庁による調査・行政処分

の対象とすることがふさわしい。これに対し、

広告上の記載に不当表示（景品表示法、特定

商取引法）が認められる事案や契約条項の中

に不当条項（消費者契約法）が存在する事案

は、適格消費者団体の差止請求に適する。と

りわけインターネット上の不当表示は、都道

府県の行政処分権限では当該都道府県域に

しか効果が及ばないのに対し、適格消費者団

体の差止請求権は効力の及ぶ範囲の限定が

ないためより適すると言える。 

ウ．適格消費者団体への支援と連携 

もっとも、適格消費者団体の差止請求業務

は、自ら広く消費者の利益を擁護する公益的

活動を担う制度ではあるが、自ら情報を収集

する具体的な権限がないうえ、適格消費者団

体は差止請求業務に関し一切の利益を取得

することができない制度であり、活動すれば

するほど赤字になる業務である。広く地域住

民の利益を擁護する公益的な役割を担う制

度であることを踏まえれば、地方公共団体や

国によるによる財政支援を継続的に行うこ

とが課題である。その場合、適格団体の独立

性を確保することの配慮も必要である。 
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また、適格消費者団体を目指す団体がほか

に１０か所ほどあるが、現実にはそれを支え

る消費者団体の人的・財政的基盤が弱いため、

設立には高いハードルがある。適格団体の設

立支援も地方消費者行政の重要な課題であ

る。 

（８）官民連携による被害防止②（消費者被

害防止ネットワークの構築） 

ア．福祉部門の高齢者見守りネットワーク 

 今日の消費者行政の大きな課題として、地

域の官民連携のネットワークによる被害防止

の活動が挙げられる。例えば、高齢者の消費

者被害が増大している中で、地方公共団体の

広報誌や出前講座等による啓発活動では、被

害に遭いやすい高齢者にはなかなか情報が伝

わらない。そこで、高齢者と日頃接する地域

の民間福祉関係者に消費者被害の手口情報等

を学んでもらい、声掛けや被害の早期発見に

活かしてもらう「高齢者見守りネットワーク」

との連携が重要な政策課題となっている。 

 以前から、地方公共団体の高齢者福祉部門

では、高齢者の生命や健康の危険を早期に発

見し関係機関に通報する見守りネットワーク

の構築に取り組んできた。介護保険対象者に

は地域包括支援センターが、自立支援事業の

対象者には社会福祉協議会が、一人暮らしの

高齢者には民生委員が、それぞれ日頃から接

触する機会があるので、これらの福祉関係者

による相互の情報連携のネットワークを構築

するという取り組みである。さらに、これら

の福祉関係者に加えて、医療機関や宅配業者

や検針員などの高齢者と接する民間事業者に

も参加してもらい地域の見守りネットワーク

を展開する自治体もある。 

イ．消費者被害防止のネットワーク 

 消費者行政部門としては、こうした高齢者

見守りネットワーク関係者に消費者被害の手

口情報等を学んでもらい、高齢者に対する日

頃の声掛けの中で消費者被害の情報を伝える

ことで被害の未然防止に結び付け、被害発生

の情報に接したときは消費生活センターにつ

ないでもらうという取り組みが効果的である。 

高齢者福祉関係者の役割に関して、高齢者

虐待防止法２７条は、「第三者による財産上の

不当取引による被害について相談に応じ、若

しくは消費生活業務部門を紹介する」旨規定

しているが、高齢者福祉部門には消費者被害

情報の蓄積がない。したがって、高齢者見守

りネットワークと消費生活センターが連携す

ることによって、最新の注意喚起情報を見守

り関係者に提供することができる。そして、

消費者被害の手がかりを把握したときは、福

祉関係者が自ら財産被害の解決に取り組む責

任を負うのではなく、消費生活センターにつ

なぐことによって専門家による解決のルート

を開くことができるため、福祉関係者の負担

を軽減する意味もある。 

ウ．消費者安全確保地域協議会の設置・運営 

 消費者安全法１１条の３は、「地方公共団体

の関係機関は、病院、教育機関、消費生活協

力団体・協力員その他の関係者を構成員とす

る消費者安全確保地域協議会を設置すること

ができる」と規定している。 

地域協議会を設置することの意義は、第１

に、高齢者福祉部門と消費者行政部門とが行

政組織として位置付けることによって活動の

継続性が確保されることにある。また、第２

に、ネットワークに参加する個人や団体を「消

費生活協力員・協力団体」に委嘱したり（同

法 11条の７）、地域協議会の構成員に位置付

けることができるので（同法 11 条の３第２

項）、参加する民間関係者に消費者被害防止の

役割の重要性について自覚を高めてもらう効

果がある。そして、第３に、地域協議会の構

成員間では見守り対象者の個人情報の共有が

可能となることにより（同法１１条の４第３
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項）、個人情報の第三者提供の制限（個人情報

保護法２３条）の障害が解消され、効果的な

見守りが可能となることである。 

エ．消費者安全確保地域協議会の設置状況と

設置の意義 

 強化作戦の政策目標５は、消費者安全確保

地域協議会を人口５万人以上の全市町に設置

することを掲げている。ところが、２０１６

年４月施行から２０１９年７月末日時点で設

置されているのは、５万人以上の市町５４３

のうち１０９（約２割）にとどまり、政策目

標に遠く届かない状態である。また、５万人

未満の市町村１１９８のうち１０５、都道府

県４７のうち１４にとどまる。都道府県・市

町村合計１７８８のうち２２８（１割強）に

とどまる。 

その原因はいくつか考えられるが、①地域

協議会を設置する意義や有用性について担当

職員に理解されていないこと、②高齢者福祉

部門の見守りネットワークに事実上参加して

いるから、改めて地域協議会を設立する必要

はないと考えられている可能性が高いこと

（これも意義の理解不足に関連する）、③消費

者行政職員の人的体制が不十分で地域協議会

設置の余裕がないこと、④消費者行政部門と

高齢者福祉部門との連携の基盤が以前から不

足していることなどが想定される。とりわけ、

消費者庁創設以来、地方消費者行政が担うべ

き業務が次々と増えているのに、担当職員が

何ら増えておらず逆に減少している状態であ

ることと、地域協議会を設置することのメリ

ットが消費者行政部門にも高齢者福祉部門に

も十分に周知されていないことが大きな原因

ではなかろうか。福祉関係者にとっては問題

解決の負担軽減になる点を理解してもらう必

要がある。 

例えば、高齢者福祉関係者が対象の高齢者

に接する中で消費者被害に気付いたとき、事

前に福祉関係者からセンターに相談して判別

のポイントを相談することができれば、適切

にアドバイスして消費生活センターの相談に

つなげることができるし、その後は福祉関係

者が自ら高齢者に助言したり事業者と交渉す

る必要がなくなる点で負担軽減となる。逆に、

消費生活センターにとっては、次々販売被害

に遭った高齢者について、センターから福祉

関係者に連絡して今後の見守りを要請するこ

とができれば、効果的な被害防止が可能とな

る。 

地域協議会の設置は、強化作戦 2020案にお

いて、県内人口カバー率 50％以上という数値

によって引き継がれる。併せて、地域協議会

を設置している場合に限らず、地域のネット

ワークにおいて、地域の見守り活動への消費

生活協力員・協力団体の活用、見守り活動を

通じて実現した消費者被害の未然防止・拡大

防止という実質的な取組についても、政策目

標に掲げる見込みである。 

オ．消費者安全確保地域協議会の運営 

地域協議会の組織構成については、消費者

行政部門が新たな組織を設置することが必須

ではなく、高齢者福祉部門が設置した見守り

ネットワークに消費者行政部門が参画し協力

して運営することでもよいとされている32。

消費者行政担当職員と福祉部門の担当職員と

の連絡協議により地域協議会を設置した後は、

消費生活センターは、協議会開催日に限らず、

ネットワーク構成員に対し様々な消費者被害

の手口情報を提供し、声掛けに活用してもら

うことを心掛けてほしい。国民生活センター

の見守り新鮮情報のサイトには、高齢者被害

に関して見守り関係者に情報提供できる１頁

                                                  
32
 消費者庁「改正消費者安全法に係る地方消費者行

政ガイドライン（平成２７年３月）」３５頁） 
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もののリーフレットが多数掲載されている33。

職員や相談員が福祉関係団体の集まりの機会

に参加して、消費者被害情報の説明と資料提

供をすることで顔の見える関係を作り、気軽

に予備相談ができる関係を構築することが望

まれる。 

（９）消費者教育の推進と消費者市民・消費

者団体の育成 

ア．消費者教育推進法 

２０１２年に制定された消費者教育推進法

は、学校教育から社会教育を含めて消費者教育

の総合的な推進を規定した。その中で、「消費

者教育は、消費者が主体的に消費者市民社会の

形成に参画し、その発展に寄与することができ

るよう、その育成を積極的に支援することを旨

として行われなければならない」（３条２項）

と規定し、消費者市民社会の形成に参画する消

費者、つまり消費者市民の育成を理念としてい

る。そして、都道府県及び市町村は、区域内に

おける消費者教育を推進するため、消費者教育

推進基本計画を策定すること及び消費者教育

推進地域協議会を組織することを求めている

（１０条、２０条）。 

強化作戦の政策目標４は、消費者教育推進計

画の策定と消費者教育推進協議会の設置を、全

都道府県及び政令市で実施することを掲げて

いるところ、２０１８年度中に４７都道府県１

８政令市で実現できている。問題は、推進計画

に記載した内容が実際に実行されているかど

うか、地域協議会において定期的に施策の検証

や意見交換を行っているかどうかの実態面を

推進することが求められる。 

イ．学校教育・社会教育における消費者教育の

推進 

 現場での課題としては、学校教育の分野は主

                                                  
33 国民生活センター⇒見守り情報⇒見守り新鮮情報 

http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mglist.ht

ml 

として教育委員会を通じて推進すべき課題で

あり、文部科学省は学習指導要領の改正や教職

員研修の中で消費者教育を設定するなどの取

組を進めている。ただし、最新の教材や情報を

現場の教職員に提供することは、消費生活セン

ターの役割として重要である。例えば、都道府

県内の高校や中学校で一斉に使用できるよう

な教材を、都道府県の委託事業として作成すれ

ば、学校側としては採用しやすい。消費者庁は、

高校生向け消費者教育の教材として「社会への

扉」を作成し、全国の高校生向けの消費者教育

に使用することを働きかけている。こうした取

り組みによって、学校教育の現場で消費者教育

の授業が広がることが期待される。強化作戦

2020案では、消費者教育教材「社会への扉」等

を活用した全高校での授業実施と、消費者教育

コーディネーターの配置（全都道府県、政令市）

が新たに掲げられることとなる。 

これに対し、大学や専門学校は、中学や高校

のように消費者教育を担当する科目もなけれ

ば担当者もいない。そこで、地域の消費生活セ

ンターが教材だけでなく講師を派遣する役割

を含めて、地元の大学・専門学校において消費

者教育の時間を設定してもらうよう、積極的な

働きかけが必要である。成年年齢を１８歳に引

き下げることが２０２２年４月に迫っている

現在、若年者への消費者教育の強化は喫緊の重

要施策である。強化作戦2020案では、若年者の

消費者ホットライン188の認知度と若年者の消

費生活センターの認知度を新たに政策目標と

することとなった。 

 社会人や高齢者等に向けた社会教育は、地域

の消費者が集まる様々な機会を活用して消費

者教育を組み入れる必要があるため、消費生活

センターの出前講座がその役割を果たす必要

がある。 

ウ．消費者市民・サポーターの育成 

単発の啓発活動により被害に遭わない教育

http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mglist.html
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mglist.html
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mglist.html
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mglist.html
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を行うだけではなく、問題意識や行動力のある

市民に対し継続的な消費者教育を行い、自ら考

え行動する消費者市民を育成することが最も

重要である。これに関して、地域の消費者被害

防止サポーターとして積極的に学び、消費者行

政と連携して地域社会の被害防止に協力でき

るサポーターを育成することが今日の課題で

ある。 

２０１８年４月１日現在、２７の都道府県、

１４１の市区町村等が地域サポーター制度を

有している34。問題は、せっかく自治体で養成

したサポーターが、その後継続的に参加し活動

する場が提供されているかどうかである。さら

に、サポーターがグループを形成し自主的に活

動する行動につながっているかである。こうし

たフォローアップがなければ、個人的に学んだ

だけで終わってしまう可能性が高い。 

 例えば、消費生活センターと地元のサポータ

ーとの懇談会を開催すること、センターの消費

者啓発活動に参加し協力すること、センターが

行う地域団体への出前講座にサポーターが寸劇

や講師役として協力することなど、様々な参加

の方法が考えられる。さらには、サポーターを

地域の見守りネットワークの構成員「消費生活

協力員」に委嘱することにより、継続的な連携

を期待することができる。 

エ．地域の消費者団体の育成と連携 

 サポーターや消費者市民が真に自主的な活動

を継続できるためには、地域の消費者団体とし

て自主的な活動を計画し行動するようになるこ

とがポイントである。 

 わが国では、１９７０年頃、国の補助金も

措置されて、各地に消費生活センターの設置

が推進されるとともに、消費者団体の育成を

支援することも取り組まれた。その後、しば

                                                  
34 消費者庁「平成３０年度 地方消費者行政の現況調

査」８５頁。 

らくの間は地方公共団体による消費者団体へ

の活動支援（活動や発表の場の提供や若干の

財政支援等）が行われたが、次第にこれらの

支援が減少し、消費者団体の高齢化や活動の

衰退が生じて久しい。 

 人口減少社会において、消費者被害防止を

すべて行政が担うことは今後ますます困難に

なり、官民連携による施策の推進が強調され

ている今日ではあるが、消費者行政の分野で

は連携する民間団体が衰退しているのが実情

である。 

 そうであれば、地域社会で行動する消費者

市民・消費者団体を育成することを、改めて

国と地方公共団体の消費者行政の重要課題と

して位置付けるけるべきであると考える35。 

オ．ＳＤＧｓと消費者市民の育成 

 近年の消費者行政は、悪質商法被害への対

策という喫緊の課題が注目されるあまり、主

体的な消費者の学習と選択行動が事業者を動

かし社会を変える原動力である、という本来

的な意味での消費者教育の目標に向けた取り

組みにまで手が及んでいないのが実情である

と思われる。 

 商品の表示の意味を学び選択できる消費者

を育成すること、インターネット取引におけ

る不当表示を判別し監視する消費者を育成す

ること、キャッシュレス決済手段の利害得失

を理解し自ら適切に管理するとともに周囲に

発信できる消費者を育成すること、ネットオ

ークションサイト・フリーマーケットサイ

ト・ショッピングモールサイトなどネット上

の取引の場（プラットフォーム）の利用と個

人情報の収集・利用の実態を学び自ら管理し

周囲に発信する消費者を育成することなど、

主体的な消費者の学習と行動を促進する課題

                                                  
35 消費者委員会「消費者法分野におけるルール形成

の在り方等検討ワーキンググループ報告書」（令和

元年６月）２２頁。 
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は大きく広がっている。こうしたテーマも地

方消費者行政の取組課題であることを再認識

してほしい。 

 強化作戦 2020案は、ＳＤＧｓの取組として、

エシカル消費の推進、食品ロス削減の推進及

び消費者志向経営の促進も政策目標に掲げる

こととなった。 

 

８ 今後の地方消費者行政の充実・強化の取

組 

 以上の現状分析を踏まえ、今後の地方消費

者行政の充実強化に向けた具体的政策課題に

ついて、私見を述べたい。 

（１）地方消費者行政の人的基盤の強化 

ア．担当職員の増員 

消費者庁創設以降、地方消費者行政が取り

組むべき課題は、消費者安全法、消費者教育

推進法などによっていくつもの業務が拡大さ

れてきたにもかかわらず、消費者行政担当職

員は全く増えていないどころか、かえって減

少している。地方公共団体の職員は全体的に

削減することが国全体の流れであり、消費者

行政だけ増員することは困難であるという意

見が少なくない。しかし、過去に様々な課題

に応じて担当職員を増やしてきた部門と、消

費者庁創設以前の１０年間に４５％も削減さ

れてきた消費者行政を同列で削減することは

誤りである。明治以来の行政の役割の根本的

な転換を宣言した消費者行政推進基本計画

（２００８年６月２７日閣議決定）と同様に、

地方公共団体においても行政の役割の根本的

な転換を推進するため、国の施策として、例

えば、人口に応じて基本的な担当職員数の目

安を提示するなど、踏み込んだ措置を講ずべ

きではないか。 

これに対し、消費者行政担当職員の配置数

の拡大を国が具体的に求めることは、地方分

権の原則に反するという意見が根強い。しか

し、地方消費者行政の充実は国と地方の相互

に利害関係がある重要課題であり、目安を示

すことの必要性は高いと考える。 

イ．担当職員の資質の向上 

 誤解を恐れず指摘するならば、これまでは

地方消費者行政の役割の受け止め方は、消費

生活センターを開設して消費生活相談員を配

置して相談業務を実施することであり、担当

職員はその補佐役であるという理解が支配的

だったのではないか。 

 しかし、消費者庁創設以来、地方公共団体

の関係各部門に対し消費者事故情報の収集・

報告を要請することや、消費者教育推進のた

めに教育委員会や学校との連携を進めること

や、地域の各種団体に向けて出前講座を実施

することや、消費者安全確保地域協議会を設

置することなど、消費者行政担当職員による

連絡調整が必要な課題が大幅に拡大している。

こうした課題に取り組むためには、消費者行

政職員向けの初任者研修や管理職研修の充実

が不可欠であるところ、これまでは都道府県

ごとの消費者行政職員向けの研修講座の開催

は、一部の自治体で実施されていたにとどま

り、多くの自治体では消費生活相談員の研修

講座に職員の参加も認めるという取り扱いが

多かった。 

ウ．担当職員の研修機会の拡大 

 今後は、消費者行政担当職員向けの初任者

と管理職職員に対する都道府県ごとの研修講

座の実施を推進し、職員の研修会参加率等に

より検証することが求められる。さらに、消

費者行政職員向けの研修としてどのような課

題についてどのような研修内容を実施すべき

かという標準的な教材が整備されていなかっ

たことから、消費者庁または国民生活センタ

ーでモデルとなる研修講座を実施しそのテキ

ストを参考文献として各都道府県に提供する

ことを検討すべきである。この課題について
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も、強化作戦 2020案において、行政職員の研

修参加率 80％を政策目標に掲げている36。 

 消費者行政担当職員の中でより高度の専門

性を目指す職員に対して、資質向上の機会を

積極的に提供するためには、前述の「消費者

政策推進のための専門人材の育成・確保に

関する懇談会報告書」が提案するように、

地域の大学院における社会人コースに消費者

行政の講座を開設するよう促すことが望まれ

る。 

 他方で、基礎的な取組としては、地方消費

者行政担当職員の役割が単に消費生活相談の

補佐役ではなく、地方公共団体内の関係部署

との連携や地域の民間団体との連携によって

幅広く展開することが求められるという認識

を、地方公共団体の首長や幹部に周知するこ

とが重要である。こうした観点から、消費者

問題の現況と課題を理解し企画立案能力やコ

ーディネート力のある職員を消費者行政に配

置するよう働きかけることも、有効な対策で

あろう。 

さらに、職員の専門性向上の問題は、２～

３年ごとに担当部署を転々とする現在の公務

員制度の中で消費者行政職員の位置づけをど

う考えるかという根本問題の検討も避けて通

れない。 

エ．消費生活相談員の確保対策 

消費生活センターにおける相談員の資格保

有率が、都市圏ではある程度向上しているの

に対し、地方において政策目標未達成地域が

集中していること、消費生活相談員の国家資

格化によってもこの実情が改善されていない

ことは、前述したとおりである。 

                                                  
36 消費者庁の「地方消費者行政強化作戦 2020策定の

ための懇談会とりまとめ」（前掲注１）において

は、職員の研修参加率の数値目標を設定するだけ

ではなく、行政職員向けのプログラムの開発が課

題であることを指摘している（同とりまとめ 15

頁）。 

こうした事態を改善するために今後取り組

む課題としては、地方における学習機会の拡

大が何よりも重要である。活性化交付金及び

推進交付金の時代には、消費生活相談員養成

事業が補助対象事業のメニューに掲げられて

いたことから、これを活用してしっかりとし

た相談員養成講座を実施した都道府県では、

相談員資格者が確かに増加している。そこで、

とりわけ地方において相談員養成講座を実施

できる財源を特定財源により確保することが

不可欠である。 

他方で、国家資格としての消費生活相談員

の資格試験実施方法に関して公正さを厳格に

求めるあまり、地方における相談員を目指す

者に対する養成講座を開催することに関して

制約が強くなったきらいがある。すなわち、

消費生活相談員資格試験のあり方に関して、

その信頼性・公平性を確保する観点から、試

験委員自らが試験対策講座等の講師等を行う

ことは望ましくない、という点が強調された。

これに対し、消費生活相談員の資格試験に関

する科目の専門性を持つ人材が限られている

現状を踏まえると、画一的に排除することは

かえって地方における学習機会を減少させる

おそれがあることが指摘された。その結果、

試験委員と試験の信頼性を確保するための誓

約書を取り交わすなどの措置を講じることで、

試験委員自らが試験対策講座等の講師等を行

うことも許容され得る、という現実的な実態

を踏まえた取りまとめが行われた37。しかし、

現状は、試験実施団体が養成講座を実施する

ことは不適切であるという別の制約により、

国民生活センターは、長年継続してきた消費

生活相談員養成講座を廃止した。また、消費

生活コンサルタント養成講座の実施によって

                                                  
37 消費者庁「消費生活相談員資格制度等に関する検

討会報告書」（２０１４年１１月）８頁。 
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相談員を供給してきた日本消費者協会は、相

談員資格試験実施団体となること自体を見送

ったため、従来の３資格合格者によって供給

されてきた状態から供給源が減少する事態と

なった。 

そこで、今後の課題として、消費者庁にお

いては、資格試験実施団体の要件見直しと、

地方における相談員養成講座の開催を交付金

事業に加えることが求められる。 

これに対し、都市圏では消費生活相談員資

格者が一定程度輩出されているにもかかわら

ず、消費生活センターで相談員の募集を行っ

ても応募者が少ないという問題が生じている

という。資格試験受験者層についても、近年

は女性の働き方の変化もあり、子育てを終え

て社会に復帰する世代の受験者が減少し、定

年退職者が地域における消費者教育等に貢献

する目的で受験する層が増えている、と言わ

れている。そのため、消費生活相談員を生涯

の仕事として継続的に勤務することを目指す

者が減少しているとすれば、極めて深刻な問

題である。消費生活相談員の処遇の低さに起

因しているとすれば、一層深刻である。この

点は、消費者庁において早急に実態調査を行

ったうえで、実効性ある処遇改善その他の対

策を検討することが求められる。 

（２）地方消費者行政の財政基盤の強化 

 地方消費者行政に対する国の支援のあり方

に関する政府（財務省）の基本的な考え方は、

消費者庁創設から１０年間、特定財源として

の交付金措置を継続してきたのだから、今後

は、本来の性質である自治事務の原則に戻っ

て地方公共団体自らが自主財源によってカバ

ーすべきである、というものである。確かに、

交付金措置を１０年間継続しても自主財源の

拡大や担当職員の増員につながっていないこ

とは極めて残念であり、地方公共団体の一層

の努力が望まれる。 

 しかし、だからと言って、地域社会におけ

る消費者被害が高い水準で推移している現状

を踏まえるならば、地方公共団体の努力不足

だから交付金措置を減少し消費者行政が縮

小・後退してもやむを得ないという考え方に

は、賛成することができない。地域で発生し

ている消費者被害を放置することは許されず、

国と地方公共団体が協力して被害の防止に向

けた実効性ある施策を講ずることが最優先で

ある。そこで、交付金措置と交付税措置と地

方財政法１０条の措置について検討する。 

ア．交付金措置の継続・充実 

地方消費者行政の充実強化を今後も持続的

に実行するためには、使途を消費者行政に限

定した特定財源としての交付金措置を今後も

当分の間は継続することが不可欠である。し

かも、地方消費者行政の整備状況は自治体に

よって大きな格差があり、地方公共団体のニ

ーズも決して共通ではないので、交付金の使

途をあまり限定しすぎると、交付金を設定し

ても利用されないという事態が生じる恐れが

ある。まずは地方のニーズを丁寧に聴取した

うえで、地方のニーズの共通項をくみ取って

地方消費者行政の充実に共通の課題として強

化交付金のメニューを設定することが求めら

れる。 

 他方で、地方公共団体が交付税措置を活用

して自主財源を確保できるような施策を強力

に展開し、特定財源から自主財源への移行が

円滑に進む基盤を構築することが最優先であ

る。 

イ．地方交付税の基準財政需要額の活用の推

進 

 地方消費者行政は、地域住民のくらしの安

心安全の確保を目指す業務であるから、基本

的な性質としては自治事務と考えることが妥

当である。地方消費者行政の財政基盤を将来

にわたってすべて国の事務として支えるべき



2019年 8月   

消費者政策研究 Vol.01 

40 

 

だと捉えることは、地域ごとの消費者行政の

姿を地域住民が決定する構造を否定すること

になりかねないからである。 

 その意味では、特定財源としての地方交付

金措置を今後もしばらくの間は継続するとと

もに、地方公共団体が地方交付税の基準財政

需要額を活用して自主財源を拡充することに

取り組むことが重要であり、国（消費者庁）

は、地方公共団体が消費者行政重視の政策判

断を具体化することを促す施策を、最重要課

題として正面から取り組むべきである。 

全国消費者団体連絡会が２０１８年に実施

した「都道府県の消費者行政調査」によれば、

都道府県の消費者行政担当者が自分の自治体

の消費者行政の基準財政需要額の金額を含め

て把握していたのはわずか２団体だけであっ

た38。 

そこで、例えば、各都道府県や各市町村が、

基準財政需要額に対する自主財源充足率がど

の程度なのかを実数をもって公表することが

求められる。地域住民・消費者団体が地元自

治体の首長や議員等に働きかける際の重要な

説得材料として活用することが可能となるか

らである。 

 消費者庁は、２０１９年１月から３月にか

けて、「地方消費者行政強化キャラバン」を実

施し、消費者問題担当の大臣・副大臣・政務

官と長官・次長・審議官等の幹部が都道府県

知事等を訪問し、自主財源に裏付けられた地

方消費者行政の充実に向けた要請活動を行っ

た39。地方公共団体の政策判断を動かし消費

者行政の優先順位を上げるための取組の一つ

として、こうした活動を単発で終わらせるの

ではなく、継続的・制度的施策とともに持続

                                                  
38 ２０１８年度都道府県の消費者行政調査報告書は、

全国消費者団体連絡会で販売している。 

 http://www.shodanren.gr.jp/Annai/624.htm 
39 消費者庁「令和元年・消費者白書」１０６頁。 

的に展開することが求められる。 

ウ．地方財政法１０条に位置付けることの検

討 

地方消費者行政は基本的な性質としては自

治事務であるとしても、いくつかの業務につい

てはその性質が、国と地方の相互に利害関係が

ある事務であって、その円滑な運営を期するた

めには、国が進んで経費を負担すべき費用（地

方財政法１０条）に該当する業務があると考え

られる。 

例えば、消費生活センターにおいて相談者の

苦情相談を解決するために、民事的な解除・取

消事由を聴取するだけでなく、悪質業者を排除

するために行政規制違反事項も詳しく聴き取

り、ＰＩＯ－ＮＥＴに情報を入力する業務は、

地元自治体だけでなく、国や他の自治体のため

に行われる作業であり、国全体の市場の適正化

のための事務が含まれていると考えられる。そ

うであれば、相談員の人件費や消費生活センタ

ー運営費のうち２分の１または３分の１程度

の人件費やセンター運営費は、国が恒常的に措

置すべき財源だと考えられる。また、特定商取

引法や景品表示法に基づく違反業者の指導・処

分は、法律論としては当該自治体の区域内での

み効力が生じるものとされているが、現実の影

響からすれば、都道府県域を超えて広範な市場

の適切化に資する業務だと言える。そうであれ

ば、法執行担当職員の人件費の２分の１は国が

負担するのがふさわしいものだと考える。また、

適格消費者団体への財政支援は、適格団体の差

止請求業務が法的にも全国に効力が及ぶ事務

であり、地域の適格消費者団体が全国の市場の

適正化に資する活動を行っていることを踏ま

えれば、適格消費者団体の人件費等の２分の１

程度は国が負担すべきである。 

（３）地方公共団体における消費者行政の位

置づけの向上 

ア．消費者基本計画の策定 

http://www.shodanren.gr.jp/Annai/624.htm
http://www.shodanren.gr.jp/Annai/624.htm
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 国においては、消費者政策に関連する各省

庁の施策全体を一覧できるように整理したう

えで、その進捗状況を検証するための基礎資

料として、「消費者基本計画」を策定し、毎年

その工程表の検証と見直しを行っている。こ

うした基本計画の策定・見直し作業は、消費

者政策の全体像を関係職員が自覚することに

つながるほか、消費者庁が関連省庁に対し、

基本計画に盛り込むべき課題や進捗状況の報

告を求めるなど、まさに司令塔機能を発揮す

る手続として機能している。 

 そこで、都道府県及び市町村においても消

費者基本計画を策定し、毎年これを検証評価

し見直しを行うことを、制度として定め実施

することを推進すべきである。地方公共団体

版の消費者基本計画を策定することによって、

その取りまとめ事務局である消費者行政部門

が地方公共団体内で位置づけが高まると考え

る。強化作戦 2020案では、地方版消費者基本

計画の策定及び計画の実施（全都道府県）を

新たに掲げている。 

イ．消費者行政部署の位置づけの見直し 

 １９７０年代に全国に消費生活センターを

設置し始めた頃、消費者行政部署はどちらか

というと産業・商工・観光等の担当課の中の

消費者行政担当係という位置づけが少なくな

かった。国における消費者行政の位置づけが

正にそうだったからである。これに対し、近

年は、高齢者福祉との連携や地域住民向けの

教育機会を実施する担当課との連携など、消

費者行政の位置づけが大きく変化している。 

 そうであれば、庁内連携を円滑に進めるこ

とや消費者行政の位置づけを高める方策とし

て、自治体内における消費者行政の位置づけ

を見直すことを検討すべきではなかろうか。

その場合、消費生活相談や消費者行政という

ものが、消費者と事業者との格差を踏まえて

民事紛争に積極的に介入する特殊な分野であ

ることや、次々と新しいトラブルや消費者法

制度が変遷する専門性の高い領域であること

を踏まえれば、市民相談窓口や市民サービス

部署と単純に統合することは危険である。 

 改めて、消費者問題の現状と課題を把握し

たうえで、被害防止に必要な関連部署や関係

者と連携する連絡調整能力を有する専門部署

として、どのように位置付け、どのように強

化すべきかを、各地方公共団体において検討

することが求められる。 


